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請願 
番号 

件 名 処理の経過および結果 

 10 気候非常事態宣言と着実な目標

達成をめざす政策をすすめる請

願について 
 
１ 気候非常事態が迫っている

実態を県民とともに認識し、危

機感を持って取り組むために

「気候非常事態宣言」を行い「し

がＣＯ２ネットゼロ」が実現した

2050 年の姿を描き、確実に実行

するために推進計画を策定する

こと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 環境配慮型の経済的誘導策

を導入するなど、グリーン経済

の仕組みで地域が豊かになる持

続可能な社会を構築すること。 
 
 

 
 
 
 
「気候非常事態宣言」については、本年１月の“し

がＣＯ２ネットゼロ”ムーブメントのキックオフ宣

言と目的は同じであり、新たに宣言するよりも、速

やかに具体的な施策を構築し、県民、事業者、行政

が、一体となって取組を推進していくことが必要で

あると考えている。 
去る 11 月 8 日には、請願者をはじめネットゼロ

に取り組む県民の皆さんと“しがＣＯ２ネットゼ

ロ”の実現に向けて意見交換を行い、気候危機に対

して本気で取り組んでいくとともに、今後、ムーブ

メントにつながるよう共に協力し、取組を進めてい

くことなど意見を交わしたところである。 
さらに、気候非常事態が迫っているという危機感

を県民に発信、浸透、ムーブメントの呼びかけにつ

なげられるよう、動画等によりメッセージを発信

し、広く県民と危機感を共有してまいりたい。 
しがＣＯ２ネットゼロの実現に向けては、滋賀県

がどのような社会を目指し、いつ頃までにどのよう

な施策を講じていくべきかを整理し、庁内組織であ

るしがＣＯ２ネットゼロ推進本部や環境審議会で

議論を行い、令和３年度に改定を予定している「滋

賀県低炭素社会づくり推進計画」に具体的な対策を

盛り込むこととしている。 
 

2050 年ＣＯ２ネットゼロ社会づくりを進めるに

あたっては、新型コロナウイルス感染症によって再

認識された社会の課題も十分に踏まえるとともに、

コロナ終息後の景気回復策が温暖化対策としても

プラスとなり、「環境・健康と経済・社会活動をつ

なぐ健全な循環」が図られた社会を目指して、施策
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３ 県民の理解を深めるために

地域団体や事業者、教育機関等、

現場へ専門家を派遣するなど環

境学習をより推進すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 琵琶湖森林づくり県民税

は、水源の森や多様な生態系保

全へと繋げ健康な森や山の再生

に力を注ぐようより活用するこ

と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の方向性を議論している。 
 
県では、環境学習に関する施策を推進するにあた

り、基本的な考え方や施策の方向性を、「第三次滋

賀県環境学習推進計画」（令和３年３月改定予定）

で定めており、「低炭素社会づくり」についての学

習推進を、特に重点的に取り組む分野としている。 
「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」、

「滋賀県低炭素社会づくり推進計画」および「滋賀

県環境学習推進計画」を受けて、化石燃料に依存し

ない生活様式（ライフスタイル）を広く定着させる

ため、低炭素社会づくりに関する環境学習を推進す

ることとし、こうした学習の場の提供により、地球

温暖化問題に対する正しい知識の習得や省エネの

実践行動など、低炭素社会づくりに向けた個々の取

組の展開を推進している。 
地球温暖化問題や低炭素社会づくりの必要性を

児童生徒や地域住民等に身近な問題として捉えて

もらうため、引き続き県内の小学校や中学校等で低

炭素社会づくり講座を実施するとともに、地域や団

体による環境学習の推進を図ることとしている。 
 
琵琶湖森林づくり県民税は、環境重視と県民協働

の視点に立ち、森林の有する公益的機能が高度に発

揮されるような森林づくりのための施策に充てる

ものとされている。 
具体的には、針葉樹と広葉樹が入り混じった環境

林への誘導などの森林整備や、生態系保全に資する

巨樹・巨木の森の保全やニホンジカ対策、里山整備、

さらに県産材の利用、森林環境学習等の事業を実施

しているところである。 
引き続き、県民税を活用し、適切な森林整備によ

り森林吸収源対策を推進することなど、森林の公益

的機能が持続的に発揮されるよう取組を進めてま

いりたい。 
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５ フードマイレージやフード

ロスを減らす努力とともに、オ

ーガニック農業の普及拡大に積

極的に取り組むこと。 

【フードマイレージ（地産地消）について】 
平成 20 年度から食品関連事業者等と県が連携し

て地産地消（「おいしが うれしが」キャンペーン）

を推進し、キャンペーンを通じて主に県内の消費者

をターゲットとした県産食材の消費拡大を図って

いるところ。この中で、直売所や量販店での県産食

材の販売促進、食品関連事業者と生産事業者のマッ

チング、各種メディアやイベント等による県産食材

の魅力発信等を実施している。 
これらの取組は、フードマイレージの数値を小さ

くすることに寄与すると考えられることから、今後

も食品関連事業者等との連携のもと、地産地消を推

進していくこととしている。 
 
【フードロス（食品ロス）について】 
本県では、平成 28 年に策定した「第四次滋賀県

廃棄物処理計画」に食品ロス対策を施策として位置

付け、売り手よし・買い手よし・世間よしの「三方

よし」の精神をもとに、食品ロスを減らす県民運動

「三方よし!!でフードエコプロジェクト」を立ち上

げ、食品ロス削減への各種取組を推進している。 
平成 29 年より「三方よしフードエコ推奨店」制

度を開始し、飲食店・宿泊施設、食料品小売店に登

録いただき、業態に応じた、食品ロス削減につなが

る取組を実践いただくとともに、ポスター、チラシ、

ポップ等により、利用客への啓発に協力いただいて

いる。また、食品ロス削減の関心を高めるため、情

報サイトの開設、街頭啓発の実施、環境イベントで

のブース出展等を通じた情報発信を行っている。 
令和元年５月に「食品ロスの削減の推進に関する

法律」が制定され、食品ロス削減の機運はますます

高まっていることを受け、同年８月に、滋賀県買い

物ごみ・食品ロス削減推進協議会と県の連名で、「滋

賀プラスチックごみゼロ・食品ロス削減宣言」を行

ったところである。 
今後は、「滋賀県食品ロス削減推進計画」を策定
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し、これまでの取組を活かしつつ、消費者、事業者、

関係団体、行政等が一丸となって、食品ロス削減に

向けた様々な取組の全県的な展開を行い、食品ロス

削減とともにＣＯ２排出量の削減に繋げてまいり

たい。 
 
【オーガニック農業の普及拡大について】 
本県では、滋賀県環境こだわり農業推進基本計画

に基づき、環境こだわり農業の一層の拡大に向け、

オーガニック農業を象徴的な取組として推進する

ことで、環境こだわり農産物全体のブランド力向

上・消費拡大を図っている。 
 
○オーガニック近江米の生産拡大に向けた取組 
米については、乗用型水田除草機の実演会開催や

乗用型水田除草機導入支援事業による支援等を行

っている。また、販路開拓に向けては、オーガニッ

ク EXPO 等への出展やテスト販売・PR を行うなど

取組を進めている。 
 
○オーガニック茶生産振興の取組 
茶については、「みんなで築く『おいしいオーガ

ニック茶』産地育成事業」により、高品質オーガニ

ック茶生産技術の確立と製茶体制を構築し、オーガ

ニック茶の生産拡大と新たな需要への対応を図り、

「近江の茶」のブランド力向上を推進している。 

 


